


ること。 

（３）川口市有資格業者に対する入札参加等停止の措置基準の規定による指名停止措置の期間中で

ないこと。  

（４）川口市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱の規定による指名除外措置の期間

中でないこと。  

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない

こと。  

（６）会社法（平成 17 年法律第 86 号）の規定に基づく精算の開始又は破産法（平成 16 年法律第

75 号）の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。  

（７）同一の案件に参加しようとする者のうちに、その者の代表者（見積り及び契約の締結権限を

有する受任者を含む。）と同一人が代表者となっている者が含まれていない者であること。 

（８）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

 

３ スケジュール（予定） 

内 容 期 間 等 

参加申込書の提出 令和８年５月２６日（火）まで 

参加確認通知送付 令和８年５月２７日（水） 

参加事業者から質問の受付  令和８年６月８日（月）ＡＭまで 

参加事業者へ質問の回答  令和８年６月１１日（木）までに川口市ホームペー

ジ（情報政策課ページ）上に掲載。 

企画提案書の提出 令和８年６月１７日（水）１７時まで 

一次審査（書類審査）結果及

び二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）集

合の通知 

令和８年６月２６日（金）まで 

当市から企画提案書等に関す

る質問 

令和８年６月２６日（金）まで 

当市へ企画提案書等に関する

質問の回答 

令和８年７月３日（金）まで 

二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 令和８年７月７日（火）・８日（水） 

選定結果の通知・公表  令和８年７月２１日（火） 

 

 

 

 

 

 

 



４ 選定方法及び評価項目 

（１）選定方法 

提出された参加申込書等及び提案書等に基づき審査を実施し、優先交渉権者を選定する。 

 （２）評価項目 

○事業体制 

○ガバメントクラウド構成 

○機能要件 

○見積価格 

○その他追加提案等 

 

５ 手続き等 

（１） 担当部署 

川口市 企画財政部 情報政策課 情報システム係 

 〒332-8601 川口市青木２－１－１ 

 電話  048-258-5706 ＦＡＸ 048-258-1203 

 メールアドレス 040.03030@city.kawaguchi.saitama.jp  

（２） 関連情報の公開 

下記の期間、川口市ホームページにて閲覧に供する。 

令和８年５月１８日（月）～８月３１日（月） 

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/020/oshirase/51629.html 

 

６ その他 

詳細は、実施要領及び仕様書による。 


